
若年がん患者在宅療養支援事業
～事業概要と事業の背景～

令和６年３月１３日（水）

群馬県健康福祉部

感染症・がん疾病対策課



（R3年11月10日厚労省中央社会保険医療協議会総会(第495回))

（ １ ）

感染症･がん疾病対策課「主な死因別にみた死亡率の推移」



（R3年11月10日厚労省中央社会保険医療協議会総会(第495回))

47.3％在宅の割合

（ ２ ）

感染症･がん疾病対策課「死亡場所の推移」



感染症･がん疾病対策課「全死因とがんの死亡場所の推移」

〇 在宅での死亡の割合 (減少基調にあった割合が、2005年前後以降は緩やかな増加傾向へ)
(全体) 1960年 70.7% → 2005年14.7% → 2018年 24.3%

  (がん)  1960年 64.3% → 2005年  6.3% → 2018年 16.0%

（R2年ホスピス・緩和ケア白書2020)

がんの死亡場所の在宅比率が低い
➤ 終末期(末期がん)の在宅療養が進んでいない

24.3％ 16.0％

14.7％

70.7％ 64.3％

6.3％

（ ３ ）



（緩和ケアの充実）

 第９条 県は、がん患者の身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安の軽減を目的とする医療、看護、介護、

その他の行為（緩和ケア）の充実を図るため、医療機関等と連携し、施策を講ずるものとする。

四 がん患者が居宅において緩和ケアを受けることができる体制の整備

（在宅医療の推進）

 第10条 県は、医療機関等と連携し、がん患者の意向により住み慣れた家庭、地域等でがん医療を受けることができる体制の

整備のために必要な施策を講ずるものとする。

感染症･がん疾病対策課「がん患者の在宅療養支援」について

群馬県がん対策推進条例 (議員提案によりH22.12制定)

がん患者の「在宅療養」の推進

 第４章 第３節 がんになっても安心して暮らせる地域社会の構築

  ２がんと診断されたときからの緩和ケアの推進

②在宅緩和ケア

がん患者の在宅緩和ケアを支援するためには、切れ目のない医療・在宅緩和ケアと介護サービスの提供が重要です。

また、人生の最終段階には、看取りまで含めた在宅医療が行われる必要があります。

群馬県がん対策推進計画（第3期）

（ ４ ）



感染症･がん疾病対策課「がん患者の在宅療養支援の現状」について

（ ５ ）

※在宅療養に関する医療保険サービスはあるが、
診療に関わる一部に限られている。

0～19歳 20～39歳 40～64歳 65歳～

　小児慢性特定疾病

　日常生活用具給付

介護保険

サービス

　公的支援制度なし（医療保険適用外の訪問介護、訪問入浴介護、

　　　　　　　　　　福祉用具貸与･購入、ケアマネジメント）

介護保険制度

※原則65歳以上

　訪問診療、訪問看護等医療保険サービス

※40~64歳:末期がん

　　　　　　(特定疾病)

障害福祉サービス 状態により居宅介護サービス利用可能

居宅

サービス

福祉用具

貸与･購入

【がん患者の在宅療養に関する公的支援制度】

○「治る見込みのない病気になった場合、最後を迎えたい場所」:「自宅」と回答した割合は約４割

○一方、がん患者の看取りの場所が自宅の割合は１割程度にとどまる (R元人口動態統計)

 ○介護保険制度の対象とならない39歳以下の末期がん患者は、在宅療養に対する公的支援制度が限定的。

   そのため、在宅療養における本人及び家族の経済的負担が大きい。

現 状

(H28年度保健医療に関する県民意識調査)



感染症･がん疾病対策課「がん患者の在宅療養支援の現状」について

（ ６ ）

○小児がん患者･家族への実態調査（H26/県実施）

⇒制度の狭間となる２０歳以降の経済的支援を求める声が最多。

○ガン保険･ガン特約の加入率(全生保)

＊令和元年度「生活保障に関する調査」(公益財団法人 生命保険文化センター)

一定額の給付で実損の補填ではない。病気になる前の健康な者のみ契約可。

○４０歳未満は、在宅療養の公的支援は主に「障害福祉サービス」のみ

 「障害福祉サービス」は、身体、知的、精神障害及び難病等により一定の固定された機能障害

があれば、利用可能

末期がん患者は、死亡までの間、元の状態に戻らず全身の機能が急速に低下していくなどの

理由により 利用が実質的に困難。

若年末期がん患者の現状



県民一人ひとり
社 会 全 体

「幼い子どもの成長を近くで見守りたい」

「いなくなる自分のために大事なお金を使って欲しくない」

「大好きな家で大好きな家族に看取られたい」

「もう治らないなら家にいたい」

「家計維持で忙しく家族に会えない」

「最期に大切な友人達にも会いたい」

「家庭で親としての役割を果たしたい」

「家族に介護の負担をかけられない」

「初任給をもらいたてで貯金がない」

本当は家に帰りたい だけど出来ない、申し訳ない

感染症･がん疾病対策課「がん患者の在宅療養支援の現状」について

若年末期がん患者の現状

「コロナ禍で面会ができない」

（ ７ ）



感染症･がん疾病対策課「若年がん患者在宅療養支援事業」について

新規事業内容

１）事業実施主体及び負担割合
・実施主体：市町村（R5年度から３５市町村実施）
・費用負担：利用者10％、市町村45% 、 県45%

２）対象サービスと利用料の上限額

介護保険サービスのない39歳以下の末期がん患者に対して、在宅療養経費の一部を支援し、本人及び家族の負担を軽減する。

（ ８ ）

若年がん患者に対し、介護サービス利用料金の一部を県と市町村が補助

３）対象者（以下の要件を全て満たす者）
・事業実施市町村内に住所を有する者。
・対象サービス利用時に、３９歳以下であること。ただし、利用者が、４０歳に達する前日まで。
・他の公的支援制度を受給していないこと。
・末期がん患者（医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）であること。

特に、公的支援制度が限られている若年の末期がん患者が望めば、住み慣れた自宅で過ごせるよう

在宅療養体制の整備が必要

対象サービス ０～１９歳 ２０～３９歳

●訪問介護
●訪問入浴介護 50,000円/月

80,000円/月

●福祉用具貸与 小児慢性特定疾病
日常生活用具給付が利

用できます●福祉用具購入 50,000円

●介護支援専門員による事業所の
紹介・調整等に係る費用 10,000円/月



（ ９ ）

感染症･がん疾病対策課「若年がん患者在宅療養支援事業」について

事業の流れ

県
市
町
村

利
用
者

事
業
者

⑥支払い（９割）

⑤利用料請求

（９割）

④サービス提供

③利用申込
②決定

①利用申請⑦補助金

交付申請

⑧補助金支払

県
市
町
村

利
用
者

事
業
者

⑦支払い（９割）

⑥利用料請求

（９割）

④サービス提供

③利用申込

②決 定

①利用申請

⑧補助金

交付申請

⑨補助金支払

⑤支払い（１割）

● 委任払い

● 償還払い

市町村は、委任払い、償還払い、又は併用の選択が可能



末期がん患者「入院」と「在宅療養」の比較(患者負担)

在宅療養

〇 本事業導入により、「在宅療養」と「入院」の経済的な患者負担は同程度
➤ 介護サービスの患者側負担軽減により、患者の希望に沿った「入院」と「在宅療養」の選択が可能

※1か月あたりの患者負担

入院

区分 現状 本事業導入後 差額

A
肺がん末期

介護サービス 112,298円 31,298円 ▲81,000円

医療費(訪問診療) 47,568円 47,568円 ０円

合計 159,866円 78,866円 ▲81,000円

区分 現状

A
肺がん末期

医療費(入院) 87,430円

※1か月あたりの患者負担

＜40歳未満、年収約330万円～770万円の場合の比較＞

感染症･がん疾病対策課「若年がん患者在宅療養支援事業」について

患者負担が同程度に

（ 10 ）



（ １1 ）

令和4年度実績

高崎市、館林市で、計３名利用。

①37歳 女性 ３５日 福祉用具貸与

サービス費総額 33,000円

公費負担額  29,700円

②31歳 女性 ３３日 福祉用具貸与

サービス費総額 62,820円

公費負担額 56,538円

③38歳 男性 ４日 ケアマネ、福祉用具貸与

サービス費総額 15,620円

公費負担額 14,058円

実施市町村 ： ４市７町村（2町はR3開始）



若年がん患者の在宅療養支援事業の他県実施状況

群馬県 栃木県 茨城県 神奈川県 兵庫県 鹿児島県 静岡県 福岡県 愛媛県 和歌山県 佐賀県

事業開始年度 Ｒ４年度～ Ｒ３年度～ Ｈ30年度～ Ｒ４年度～ Ｈ27年度～ Ｈ30年度～ Ｒ元年度～ Ｒ元年度～ Ｒ２年度～ Ｒ元年度～ Ｒ２年度～

0～
19歳

訪問介護・
訪問入浴介護

月額50,000円 － － 月額60,000円 － 月額60,000円 －※ － 月額60,000円

訪問介護・
訪問入浴介護

－ 月額60,000円

福祉用具貸与 －

福祉用具購入
1人当たり50,000

円
－

1人当たり

100,000円

0～
39歳

介護支援専門
員による事業
所の紹介・調
整等に係る費
用

月顎10,000円 ー ー ー ー ー ー

患者10％ 患者10％ 患者１／２ 患者10％ 患者10％ 患者10％ 患者10％ 患者10％ 患者10％ 患者10％ 患者10％

県45％、
市町村45％

県45％、
市町村45％

県１／２
県90％×1/3

市町村90％×2/3
県45％、
市町45％

県45％、
市町村45％

県45％、
市町45％

県45％、
市町45％

県45％、
市町45％

県90％ 県90％

実施主体 市町村 市町村 県
（看護協会に委託）

市町村 市町 市町村 市町 市町 市町 県 県

※小児慢性等他の助成
　を受けていない18～
　19歳の患者は20～39
　歳の患者と同一補助

ー

負担割合

月額60,000円 月額60,000円

月額80,000円

１人当たり

20,000円
※末期限定なし

１人当たり50,000円

月額50,000円

20～
39歳

月額80,000円

月額60,000円

月額90,000円

月額60,000円

補
助
対
象
経
費
上
限
額

ー

参 考

（ １2 ）

（令和４年度作成資料）
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